
議案第１４号 

東京都板橋区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則  

上記の議案を提出する。 

  令和７年３月６日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 長沼 豊 

 

   東京都板橋区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

東京都板橋区教育委員会事務局組織規則（昭和４３年東京都板橋区教育委員会

規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表教育総務課の項を次のように改める。 

教育総務課 

 庶務係 

 計画係 

 学校職員係 

 部活動地域移行係 

第４条の表庶務係の項中「（10） 部活動の地域移行に関すること。」を削り、

「（11）」を「（10）」に改め、計画係の項に「（ 5） 多様な学びの推進計画

に関すること。」を加え、同表に次の１項を加える。 

 部活動地域移行係 

 （１）部活動の地域移行に関すること。 

 （２）区立中学校の部活動に関すること。 

付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 組織改正に伴い、所要の規定を整備する必要がある。 
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東京都板橋区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区教育委員会事務局組織規則 ○東京都板橋区教育委員会事務局組織規則 

昭和43年３月30日東京都板橋区教育委員会規則第１号 昭和43年３月30日東京都板橋区教育委員会規則第１号 

第１条 略 第１条 略 

 

（分課） （分課） 

第２条 事務局に次の課、室及び係を置く。 第２条 事務局に次の課、室及び係を置く。 

教育総務課 教育総務課 

庶務係 庶務係 

計画係 計画係 

学校職員係 学校職員係 

部活動地域移行係 （追加） 

学務課 学務課 

学事係 学事係 

学校運営保健係 学校運営保健係 

学校給食係 学校給食係 

幼稚園係 幼稚園係 

指導室 指導室 

教職員係 教職員係 

学習支援係 学習支援係 

特別支援教育係 特別支援教育係 

新しい学校づくり課 新しい学校づくり課 

学校施設係 学校施設係 

学校整備係 学校整備係 

学校配置調整第一係 学校配置調整第一係 

学校配置調整第二係 学校配置調整第二係 

生涯学習課 生涯学習課 
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改正後 改正前 

社会教育推進係 社会教育推進係 

文化財係 文化財係 

地域教育力推進課 地域教育力推進課 

地域連携係 地域連携係 

青少年係 青少年係 

あいキッズ係 あいキッズ係 

 

第３条から第３条の４ 略 第３条から第３条の４ 略 

 

（教育総務課各係の分掌事務） （教育総務課各係の分掌事務） 

第４条 教育総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。 第４条 教育総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。 

庶務係 庶務係 

(１) 教育委員及び教育委員会の会議に関すること。 (１) 教育委員及び教育委員会の会議に関すること。 

(２) 教育長秘書事務に関すること。 (２) 教育長秘書事務に関すること。 

(３) 事務局内部の連絡調整に関すること。 (３) 事務局内部の連絡調整に関すること。 

(４) 公印の管守に関すること。 (４) 公印の管守に関すること。 

(５) 法規及び庁規に関すること。 (５) 法規及び庁規に関すること。 

(６) 文書の受発、審査、記録及び保存に関すること。 (６) 文書の受発、審査、記録及び保存に関すること。 

(７) 教育行政に関する相談に関すること。 (７) 教育行政に関する相談に関すること。 

(８) 危機管理に関する各種計画の日常的な点検及び訓練に関するこ

と。 

(８) 危機管理に関する各種計画の日常的な点検及び訓練に関するこ

と。 

(９) 区立学校の防災・安全対策に関すること。 (９) 区立学校の防災・安全対策に関すること。 

(削除)  (10) 部活動の地域移行に関すること 

(10) その他他の課、室及び課内他の係に属しないこと。 (11) その他他の課、室及び課内他の係に属しないこと。 

計画係 計画係 

(１) 教育委員会の所管に関する予算に関すること。 (１) 教育委員会の所管に関する予算に関すること。 

(２) 学校運営費（令達分）に関すること。 (２) 学校運営費（令達分）に関すること。 

(３) 教育委員会の評価及び点検に関すること。 (３) 教育委員会の評価及び点検に関すること。 
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改正後 改正前 

(４) 教育振興推進計画に関すること。 

(５) 多様な学びの推進計画に関すること。 

 

(４) 教育振興推進計画に関すること。 

（追加） 

学校職員係 学校職員係 

(１) 事務局職員及び学校に勤務する職員（県費負担教職員を除く。）

の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他人事に関すること。 

(１) 事務局職員及び学校に勤務する職員（県費負担教職員を除く。）

の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他人事に関すること。 

(２) 教職員の福利厚生に関すること。 (２) 教職員の福利厚生に関すること。 

(３) 教職員の諸給与に関すること。 (３) 教職員の諸給与に関すること。 

(４) 教職員の旅費に関すること。 (４) 教職員の旅費に関すること。 

   

  部活動地域移行係 

    

   （追加） 

   （１） 部活動の地域移行に関すること。    （追加） 

  （２） 区立中学校の部活動に関すること。 

 

  （追加） 

第５条から第９条 略 

 

第５条から第９条 略 

付 則 付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


